
支給日は申請書提出から ２週間程度 です。
世帯主に世帯員分が支給されます。

支給日

基準日（令和２年４月27日）に
本市の住民基本台帳に記録されている人
※ 基準日に出生していれば、出生届の提出は基準日以降でも対象になります。
※ 基準日以降に死亡した人も支給対象になります。

給付対象者

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づ
き、対象者に特別定額給付金を支給します。支
給額は一律で一人当たり10万円です。申請書は 

５月22日㈮に世帯主へ発送。以下のいずれかの
方法で申請してください。

フードバンクまえばし ☎０２７‐２２６‐１５９１

タクシーで
テイクアウトフードを配送

支援を必要とする人がいます
食糧の寄付に協力を

医療従事者などへ
感謝の明かり

余剰となった学校給食用食材
有効活用で食品ロス削減

　テイクアウトを実施するまちなかを中心とした飲
食店の情報ページ「マエテク」。利用者が自宅にい
ながら参加飲食店を利用できるよう、本市ではタク
シー事業者と連携して配送サービスの支援を行い
ました。これは、外出抑制を促すと共に、収入が減少
している市内の飲食店やタクシー事業者を支援す
るための取り組みです（関連記事７ページ）。

　医療や福祉関係者、物流などに従事している人
へ感謝の思いを示すため、臨江閣のブルーライト
アップを行いました。このライトアップは、イギリス
の国立医療機関、NHS（国民保健サービス）がシン
ボルカラーのブルーで建物をライトアップしたこと
から始まったもので、日本国内でも取り組みが拡大
中。全国屈指の医療環境を誇る本市も賛同し、市民
にも医療従事者
などへ感謝の気
持ちを抱いても
らうことを目的に
実施しました。

　緊急で食糧支援を必要とする人に支援を行う
フードバンクまえばし。感染症拡大の影響で支援
を必要とする人が多く、食糧が不足しています。家
庭などで余っている食品は寄付をお願いします。
受け入れ可能な食品はインスタント食品や缶詰、
米、お菓子、乾麺、ジュースやお茶などの飲料、レト
ルト食品、カップめん、調味料、食用油、缶詰等の保
存食品、その他常温で保存可能な食品です。まえば
しフードバンク事務所（大手町二丁目）と前橋中央
郵便局（城東町一丁
目）、東郵便局（山王
町二丁目）、大胡郵便
局（堀越町）で受け入
れを行っています。

　小中学校の一斉休校により、一部が余剰となっ
た学校給食用食材。このうち、常温保存食品の一部
はフードバンクまえばしへ寄付を。冷蔵・冷凍の加
工食品などの一部は、地元流通業者であるフレッセ
イとベイシアの協力により、両社での店舗販売や
惣菜としての販売、社員食堂などでの利用が予定
されています。

●  健診延期のお知らせ
郵送で届いた健診受診シールは保管を！

延期

 受診シール・がん検診については健康増進課 ☎０２７-２２０-５７８４ 
国保特定健康診査については保健指導室 ☎０２７-２２０-５７１５ 
後期高齢者健康診査については国民健康保険課 ☎０２７-８９８-６２５３

　４月下旬に、健康診査受診シールを発送しました
が、感染症拡大防止のため、当面の間、全ての医療機 
関で個別健診、集団健診を延期します。なお、受診シ 
ールが届かない人は、問い合わせてください。対象と
なる健診は国保特定健診と後期高齢者健診、成人歯

科健診、各種がん検診など受診シールに記載されて
いる全てです。また、６月の集団健診は、全て中止を 
決定。開始時期は、本紙や本市ホームペ 
ージなどでお知らせします。受診シールは 
健診開始まで大切に保管してください。

詳しくは
こちらから

1人10万円を支給する特別定額給付金

申請書は5月22日㈮に発送します
市特別定額給付金専用ダイヤル  ☎０２７‐８９８‐１１９２（平日９時～１７時）

申請書は代表して世帯主に送ります
申請書は本市ホームページから印刷もできます。

❶郵送か直接申請

①  申請書に口座情報などを記入

②  本人確認書類などの添付書類を用意

③  同封の返信用封筒で本市に郵送か直接
※記入例などをよく読んで記入してください。

①  マイナポータルにアクセス（登録）
②  振込先口座の確認書類をアップ

　　　　　国のマイナポータルに登録済の人
※ICカードリーダーかNFC対応のスマートフォンが必要です。

下記の3種類があります申請方法

❷マイナンバーカードで
　オンライン申請

申請できる人

5/22㈮
発送

受付中

❸本市ホームページから印刷し申請
印刷した申請書に記入し、市役所に郵送
か直接
●ドライブスルー窓口を下記のとおり開設

５月20日㈬ ９時～15時

市立図書館駐車場

日時

会場

申請には添付書類が必要です。
本市ホームページを確認してください。
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